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【足立区公契約等審議会】会議録 

会 議 名 令和７年度 第３回 【足立区公契約等審議会】 

事 務 局 総務部 契約課 

開催年月日 令和８年２月９日（月） 

開 催 時 間 午前１０時００分 ～ 午前１２時００分 

開 催 場 所 足立区役所１１階 入札室 

出 席 者 飯塚 優子 会長 鈴木 欽哉 委員 

 秦  邦昭 委員  

欠 席 者 田中 真奈美 副会長 

会 議 次 第 

１ 開会 

２ 議事 

（１）定例審議 

・議案第１号  足立区立東渕江小学校改築工事 

・議案第２号  屋外防犯カメラ新設改修工事その５ 

・議案第３号  足立区立鋸南自然の家大規模改修その他工事設計委託 

・議案第４号  「認知症予防 Web サイト」向け各種サービス提供等業務委託 

・議案第５号  介護保険業務委託 

３ 報告事項 

（１）令和７年度の不調・不落について（１２月３１日現在） 

（２）指名停止措置状況について（１１月～１月） 

（３）令和８年度労働報酬下限額について 

（４）入札制度改革の実施状況について（中間報告） 

４ その他事項 

５ 閉会 

 

資 料 公契約等審議会資料 
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（審議経過） 

１ 開会 

【総務部長挨拶】 

 

・会議の公開について 

○飯塚会長 

 審議会は公開としますが、非公開情報に関す

る審議については、議事を非公開とします。 

 

－全委員了承－ 

 

２ 議事 

（１） 定例審議 

・定例審議抽出説明 

○鈴木委員 

 定例審議案件の抽出理由ですが、工事契約案

件と物品契約案件はともに、契約金額の大きい

ものや内容を確認したいものを抽出しました。 

 

・工事契約３件 

議案第１号 足立区立東渕江小学校改築工事 

○工事契約係長 

 契約件名は足立区立東渕江小学校改築工事、

契約方式は条件付一般競争入札となります。契

約金額は６１億５００万円、契約の相手方は、

三浦・新井・丸中建設共同企業体になります。

契約期間は令和６年１２月１０日から令和９

年８月３１日。工事の概要としましては、 建築

物等の解体、校舎・付属建物の新築、外構工事

となります。競争入札参加資格の設定内容 で

すが、事業者は、区内の本店・支店の登録のあ

る事業者を構成とした三者構成による建設共

同企業体ということで、各グループに応じた共

同運営格付及び出資比率に応じた最高完成工

事高の実績を求めています。また、この案件に

ついては受注件数の制限を行っております。６

ページの方に記載があります２案件に対して

行っております。続いて競争入札参加資格の審

査結果です。３者の共同企業体の選定を行って

おります。入札見積経過調書については１３ペ

ージのとおりです。 

 

○秦委員 

工事契約金額としては６１億円で大きいの

ですが、この数年あまり小学校の大型の工事が

なかったように思います。そうするとだいぶ経

っているので、その間に工事環境が大きく変わ

ってきています。学校だから、規模によって随

分と違ってくるのはありますけれども、この１

０年ぐらい見た中で、今回は大幅に上がってい

るのかどうかですが、どんな感じですか。工事

の規模として６１億円は。 

 

○東部地区建設課長 

直近でいきますと、東渕江小学校の前が、東

綾瀬中学校の改築工事をやっております。その

時に、建築だけでいくとその時は約５０億円で

ございます。 

 

○秦委員 

 いつですか。 

 

○東部地区建設課長 

令和４年です。その５０億円については、解

体を含んでいないので、数字だけで比較をする

ことはできませんが、最近は材料費や人件費が

上がっているので、軒並み起工金額としては上

がってきているという状況は変わりません。 

 

○飯塚会長 

解体工事と新築工事は、別に工事することも

あると思うんですけれども、今回一緒に工事を

しているのは、何か理由があるのですか。 

 

○東部地区建設課長 

当初は、施設のプールを壊して、そこに仮設

の校舎を建てて、自分の敷地の中で建て替え工
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事を進めていく予定でした。しかし仮設の計画

が、契約が不調になってしまって、仮設の計画

が立たなくなったという状況になります。その

次に、そうしてしまうと計画を１年ずらすべき

なのか、それとも先ほどお話しした、東綾瀬中

学校の仮設を違う場所で建てていた状況があ

ったので、そこを使って、仮設の校舎に学校を

１回移転するというか、引っ越して敷地の中だ

けで純粋に建物の工事だけをしてしまおうと

いった時に、どういう形がいいのかといった時

に、今回は学校を一時移転して、今、使ってい

る東綾瀬中学校の仮設校舎を仮設校舎としま

した。そして計画通りに進めていこうというと

ころで、契約期間について仮設の不調分の期間

で半年ぐらいかかってしまったところを盛り

返すために、建築工事と解体工事を今回は一緒

にさせていただいたという形になります。 

 

○鈴木委員 

入札でＪＶが３グループ入ってきたのです

が、これは大体想像どおりでしょうか。足立区

の中の業者でいうと、ＪＶをつくる元となるそ

れなりの規模の建設会社はそんな多くないの

で、大体そんなもんでしょうかね。 

 

○東部地区建設課長 

足立区の上位の会社の方でＪＶを組んでい

ただいています。 

 

○鈴木委員 

そういう意味では競争はあまり高くないの

で、金額の規模も６０億から７０億という範囲

で言えば、やっぱりそんなに安く札を入れてく

るということは考えにくいというような、一般

論で言うとそんな感じで計画は組まれたので

しょうか。 

 

○東部地区建設課長 

業者の問題というか、適正に金額を積み上げ

たつもりではあります。 

 

○秦委員 

６年度で大規模工事、上位３つの工事を取る

と、どのくらいの金額になっていますか。 

 

○東部地区建設課長 

１番大きいのはこの工事で６０億円です。そ

の次は第３上沼田保育園と、高野小学校のグラ

ンド改修です。 

 

○秦委員 

解体工事ですが、足立区の特徴として解体業

者が非常に多くて、解体工事になると価格が大

幅に下がります。別に契約すると、おそらく入

札金額はぐっと下がって、経済面から見ると相

対的に有利になると思うんです。合体するとそ

れが消えてしまうので、今おっしゃったように

期間の節約の問題があるので、また別の要素も

あると思いますけれども、価格による節減効果、

別にやることを検討されたでしょうか。 

 

○東部地区建設課長 

この案件で、検討したというか、この件で別

で発注すればいくらくらいなっただろうとい

う検討はしていませんけれども、基本は別途発

注は進めていきたいと考えます。ただし今回に

つきましては、スケジュールの問題とかもあっ

たので、一体で発注をかけさせていただいたと

いうところです。 

 

○秦委員 

学校の工事は、立派な作りになっているのが

多いです。金額はすごく上がっていくので、節

減方策は、どのように取られていますか。 

 

○東部地区建設課建築第一係長 

今、秦委員がおっしゃっていただいたような、

解体工事で、よく低入札とかで２０％ぐらい下
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がることが見込めているんですけれども、一方

で学校の新築というのは結構９９％ぐらいで

落札されることが非常に多いんです。けれども、

今回は結果としては落札価格が９６％ぐらい

になっているところがあって、全体としては２

億円ぐらい下がっています。通常、解体で今回

発注した場合は６億ぐらいになるという想定

ではあったんですけれども、そういった中で２

０％ぐらいとなると、１億２０００万円ぐらい

になるんです。そういった意味では、今回１本

で発注した時に、全体として４％ぐらい下がっ

ているので、最初は９９％で決まる可能性もあ

ったんですけれども、実質としては落札率とし

ては、４％２億ぐらい下がっているので、そう

いった解体で見込めなかったものというのは、

今回の案件に関しては、普通の新築の発注に対

しては、いつもよりは落札率が低くなったとい

うように見ているので、結果としては解体分の

費用というのはいくらか下がったのかなとい

うように考えています。 

 

○秦委員 

この学校の工事の入札は９９％で、１００％

近いところが多いんですけれども、今回は９

６％とだいぶ下がっているんですけども、この

原因はどう考えられますか。 

 

○東部地区建設課建築第一係長 

解体工事を含んでいるのが、1 つの要因にあ

ると思います。 

 

○秦委員 

東渕江小学校の令和３年頃は、６００人くら

いの生徒数です。それがこの当時で５２０人、

８０人も大幅に減っています。１８クラスを前

提に作っているので、おそらくその人数を多く

見られています。現実には少子化はさらに進ん

でいきます。おそらく悲観的な数字になると思

います。将来を見込んだ形での長期計画の中で

学校の建設、統廃合も含めて検討されていると

思いますが、どういう考えで作られていますか。 

 

○東部地区建設課建築第一係長 

計画段階からの話しでいきますと、元々５８

０人くらいの生徒がいて、そうすると１８クラ

スで足りるんですけれども、今後の２０年くら

い推移を見ていた時に、ピーク時で２４クラス

という見込みもありました。それは、その地域

に属する子供たちが１００％、その学校を選ん

だ場合に、そういった想定がされていました。

計画としては１８クラス となっているんです

けれども、他の用途に使える部屋というのをい

くらか作りまして、それが６クラス分くらい増

やすこともできる状態で、最大２４クラスまで

対応できる学校として計画しておりました。通

常、その地域で、その学校を選ぶのが７０から

８０％くらいの見込みでいくと、１８クラスで

足りるんですけれども、実際に１００％選ばれ

ると、２４クラス必要になってくるという想定

がありました。結構、新築の学校になると、そ

こを選ぶ方が多くなってきたりとか、隣の学校

の児童がそこを選ぶことも多くなるので、そう

いったところも踏まえて、最大２４クラスで対

応できるような作りになっています。 

 

○鈴木委員 

新築工事で行くと、そういった児童の減少な

んかも踏まえると、地域でその小学校を有効に

活用するという意味で、校舎新築の内容を見る

と、防災備蓄倉庫を作るとか、屋上プールとい

うのは、田舎だったらちょっと考えられないん

ですけれども、東京だから屋上プールとか、要

するに地域がその小学校を利用するみたいな

ことというのもそれなりに想定して作るよう

にされているのでしょうか。 

 

○東部地区建設課長 

今は学校開放という形で校庭や体育館だけ
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でなくて、教室も貸出しの中に入っております

ので、利用についての外への解放をやっている

ところです。 

 

○鈴木委員 

小学校で事件が起こると大変なので、きちっ

とセキュリティをしっかりしないといけない

んだけれども、先生と生徒だけで全部まわすと、

地域が逆に利用できないということになるの

で、その辺の兼ね合いは難しいですよね。 

 

○総務部長 

学校の場合は避難所にもなります。逆になく

すとなると避難所が無くなってしまうので、そ

の代替えはどうなるんだということをよく地

域の方から言ってくるということがあります

ので、地域とどう共存していくかというところ

がいつもテーマとして考えています。 

 

議案第２号 屋外防犯カメラ新設改修工事そ

の５ 

○工事契約係長 

 契約件名は屋外防犯カメラ新設改修工事で

す。契約方式は公募型指名競争入札、契約金額

は３２７５万円、契約の相手方は株式会社プロ

グレスで区内の事業者となります。契約期間は

令和６年１２月５日から令和７年３月７日で

す。工事の概要としましては、屋外防犯カメラ

の改修となります。合計で５４台となっており

ます。競争入札参加資格の設定内容です。区内

事業者認定基準による区内本店・支店の事業者

として認定された事業者を対象としています。

申込日現在で対象業種が電話・通信の共同運営

の順位格付を有している事業者、また情報セキ

ュリティマネージメントシステム等、セキュリ

ティの認定資格を有している事業者を対象と

しております。また、開札日現在で過去７年以

内に足立区あるいは他官公庁から直接受注し

た防犯カメラの工事の契約実績を必要として

います。続きまして競争入札参加資格の審査結

果です。事業者として、８者を選定しており ま

す。入札希望事業者は６者、辞退が２者います。

入札経過としましては２７ページとおりです。 

 

○秦委員 

 区内全体で見ると、令和７年３月３１日現在

で１２８５台あります。令和６年度で５４台の

設置か取り換えがあります。全体の防犯カメラ

の設置計画からすると、どのくらい見込まれて、

今後どういう防犯カメラの設置計画があるの

でしょうか。 

 

○安全設備課長 

防犯カメラは、我々の屋外防犯カメラとか、

危機管理で管理している繁華街の定点カメラ

だとか、商店街や町会で管理しているカメラ等

があります。将来的に、どのくらいの密度でど

のくらい付けていくかというところについて

は、今、危機管理部の方で検討していますので、

そちらの方の推移を見守っていきたいという

ように考えております。 

 

○秦委員 

ということは、屋外防犯カメラの設置が１３

００台くらいあるんですけれども、令和６年度

は５４台とずいぶん少ないんです。耐用年数で

いくと５・６年ですから、そうすると２００台

とか２５０台を入れ替えするなりしなくては

いけないと思うのですが。 

 

○安全設備課長 

令和６年度のカメラの設置につきましては、

新規では５４台なのですが、更新の方でちょう

ど令和元年ぐらいから防犯カメラの一元化を

やり出していまして、防犯カメラの耐用年数が

約５年ということになっております。令和６年

度から更新が始まっていまして、令和６年度の

カメラの更新台数が約２３０台でした。なので、
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令和６年度の総数は、更新と新規と合わせて３

００台くらいの工事をさせていただいており

ます。 

 

○秦委員 

２６ページを見ると、足立の場合には電気業

者が結構多くて、競争性があって随分たくさん

が入札して落札率が結構低かったりするんで

すけれども、まさにその典型的数字が出ていま

す。指名競争入札が８者で、落札率が８８．３

６％で、最低制限未満が２社と競争状況にあっ

て価格が下がっています。競争環境をできるだ

け広く取ろうと考える典型的な形になってい

ます。 

 

○鈴木委員 

入札要件と直接は関係ないんですけれども、

いわゆる事件が起きた時に警察側が防犯カメ

ラを使って追跡調査をするというような一例

を上げると、結局、足立区として設置した防犯

カメラをどうやって活用するかというところ

は、行政の方で連携は取れているのでしょうか。

例えばこの業者はその連携に使えないとかで

すね、それは多分ないと思うんですけれども、

普通に防犯カメラを業者が設置するだけだと

いうように考えれば、その連携がきちんとでき

ていれば、それはおのずとルールに従って使い

ますということになると思うんですけれども、

その辺はどんな感じなんですか。 

 

○安全設備課長 

防犯カメラにつきましては、今は区内で千数

百台あるのですが、全て一元化でデータの方は

管理ができています。警察の方も、令和６年度

につきましては、５５００件のデータの照会が

ありました。そちらの方のデータの回答は２日

以内に警察には返せていまして、今、犯罪の解

決には、防犯カメラの映像のリレー操作という

もので、経路を追いながら解決していくという

のが検挙率に貢献しているみたいです。それな

りに連携ができていまして、警察の方にも、き

ちんと回答ができているという状況になって

おります。 

 

○鈴木委員 

逆に一元管理だと、全然関係のない興味で持

って、その防犯カメラの映像を見るみたいなこ

とも可能なのですか。警察と関係なく。 

 

○安全設備課長 

全国から、警察、裁判、弁護士会、この３つ

の団体に限って、回答をするというような要項

でしっかり情報の管理をしております。全て照

会文章ということで、公印のついたものを確認

してデータを出していますので、闇雲にデータ

を出すということは一切しておりません。 

 

○飯塚会長 

今回、入札の価格が最低制限未満から超過ま

で結構幅広いんですが、考えられることとして

何か理由はあるのでしょうか。 

 

○工事契約係長 

この案件については、予定価格が公表の案件

ですので、どこまで攻めてくるのかというとこ

ろでの結果かなと思います。 

 

○秦委員 

北千住の防犯カメラの設置台数は１２２台

なのですが、足立の表看板というのは北千住じ

ゃないですか。そこを犯罪がないようにする、

いかに抑えるかというのは区の重要施策だと

思います。そういった意味では防犯カメラをた

くさん設置してＰＲして、事故を起こさないよ

うに未然に防止していくのがものすごく重要

なところだと思いますが、どのくらいの計画を

立てられているのですか。１２２台では、あの

密集地域では随分少ないなと思いますけれど
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も。 

 

○安全設備課設備管理係長 

計画自体は管理の方で進めている形なので、

これからＡＩも活用しながら、空白地域等、犯

罪の地域を埋めていくという話しは伺ってい

るので、千住についてもまだこれから増えてい

くのと、試験的に新しいカメラをつけたという

お話しも管理から頂いていますので、間違いな

く千住については、これからも力を入れてやっ

ていく地域になっています。 

 

○秦委員 

 １２２台では少ない感じなんです。あの密集

地からすると。 

 

○安全設備課設備管理係長 

 道が入り組んでいるのと、どうしても私道上

に設置というのが区では出来ないので、あくま

でも公道・区道上に設置をしています。飲み横

とかは多かったりするんですけれども、メイン

のアーケードの商店街については、区ではなく

て商店街の方で管理していたりで、あくまでも

今の１２２台は区で管理しているものです。 

 

議案第３号 足立区鋸南自然の家大規模改修

その他工事設計委託 

○工事契約係長 

 契約件名は足立区鋸南自然の家大規模改修

その他工事設計委託です。契約方式は指名競争

入札。契約金額は１億１６６０万円。契約の相

手方は株式会綜企画設計東京支店で、区外の事

業者となります。履行場所は千葉県安房郡鋸南

町にある足立区立鋸南自然の家となります。契

約期間は令和６年１２月１０日から令和８年

１月３０日となっております。概要としまして

は、施設の老朽化に伴う建築・機械設備・電気

設備の改修工事設計となります。その他といた

しまして太陽光発電設備設置可否検討という

内容があります。指名事業者については１０者

を指名しました。入札の経過につきましては３

３ページとなります。 

 

○秦委員 

鋸南の自然の家は台風の影響で随分と被害

を受け、その大規模修繕をやっています。今回

の工事設計はそれと関係ないのですか。災害が

あった時のはもう直して、今回はもっと大きな

修繕をするということですか。 

 

○中部地区建設課長 

災害を受けた時にガラスですとか、ダメージ

受けたところは直して再開したということに

なるかと思いますが、今回は、約３０年経つの

で、老朽化した箇所の改修です。 

 

○秦委員 

設計の話しなので、足立区では設計は非常に

弱くて、なかなか区内で取れなくて、区外でも

なかなか落札にならない。入札がそもそもが成

立しないような事案が非常に多い中で、この指

名されてはいるんですけれども、結構入札して

いるのですね。３３ページで行くと５者、オー

バーしているので、どう考えるかというのは別

にあるとしても、少なくとも入札はしていて辞

退は半分くらいあるという状況なのですが、こ

れはどう考えればいいんですか。足立区で設計

を頼むとなかなか入札に参加してくれない、あ

るいは不調になる例が多いです。けれども、こ

の場合には結構多く入札している。しかも場所

は足立区ではなくて鋸南だから不便なところ

です。設計だから場所に関係なく事務所ででき

るので、こういう施設というのは結構簡単にで

きるので入札しやすいというように考えるの

か、そこはどう考えられますか。 

 

○工事契約係長 

案件自体は、実は３回不調になっていて、一



8 

 

般競争入札で３回やっているんですけども決

まらずで、最後は指名競争入札に切り替えての

入札になっています。 

 

○鈴木委員 

 これだけの工期の改修工事の設計で、その期

間が令和６年１２月１０日から令和８年１月

３０日と、なんとなく改修工事そのものかなっ

て一瞬思ったこともあったんですけれども、設

計期間としては、これだけの改修ではこれだけ

の期間がかかるのですか。素人目にはなんか長

いなって気がするんですけれども、その辺はい

かがですか。これは大体一般論としては、もう

当然だというように考えるのでしょうか。 

 

○中部地区建設課長 

概ねマニュアル化された工期でやっていま

すので、設計というよりも様々な調査、例えば

アスベストですとか化学物質の調査とかがあ

るので、我々としては妥当だったかなというよ

うに考えております。 

 

○鈴木委員 

 今のところ、業者に短かくお願いするという

モチベーションはないということですかね。要

するに、今から設計して、工事の契約も次に控

えてるんでしょうから、段取りよくやっていく

中で、緊急性はないと考えてよろしいんですか

ね。 

 

○中部地区建設課長 

約３０年経った施設の大規模改修なので、今、

施設を休んでいるところがあるので、なるべく

早めにやらないといけないというところはあ

ろうかと思うんですけれども、今、代替施設と

して国の施設ですとか、そういうもので一応教

育委員会で対応しているので、どうしてもすぐ

に終わらせなければいけないということでは

ありません。工期上はもう設計自体は終わって

います。 

 

○飯塚委員 

 この次の工事の契約ですけれども、やっぱり

東京の事業者だと、そこまで行くのに費用が結

構かかったりすると思うんですけれども、地元

の事業者の活用とかそういったことも考えて

いらっしゃいますか。 

 

○中部地区建設課長 

今の状況ですが、先日教育委員会の方も、

元々３１億円だったものが、設計をして５０億

になっているので、少し立ち止まって、これを

やるべきなのかっていうところを考えている

ところです。まだ、来年度の予算を取っていな

いので、工事を発注するというのも、まだ確定

したということではございません。業者につい

ては、千葉の業者がいいのか、こちらの業者を

連れていった方がいいかというところはかな

り悩ましいところだと思うんですけれども、今、

契約で不調がある中で突然に千葉の業者を入

れて入札をしても、手をあげないだろうとか、

地元の業者が行ったら出張費がかかるだろう

とか、様々なことが考えられるので、そこはよ

く検討する必要があるかなというように考え

ております。 

 

○秦委員 

さっきの話しで、入札で当初３回不調になっ

て指名競争入札に切り替えて、これでいくと５

者から入札があったということなんですけれ

ども、３回不調があったにも関わらず指名競争

入札にしたらこれだけの入札があるというの

は、なんか変更があったのですか。例えば予定

価格を下げるとかなんか理由があるのですか。

普通、不調が続いて指名競争にしても魅力がな

いと考え、普通は入札してこないと思うのです

が。 
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○工事契約係長 

多分、公募でやる場合は、詳細な内容が分か

らない中で、入札の希望の手を上げて、その後

に詳細な集計図書の確認ができますが、指名の

場合は指名した段階でその辺りが見えている

ので、その違いかなと思います。 

 

○中部地区建設課建設第二係長 

補足させていただきますと、３回の不調の経

緯なんですけれども、１回目が５０位までが対

象で１者のみ申し込みがあり、２回目について

は１００位まで幅を広げて行いました。その時

には、逆に幅を広げたんですけれども申し込み

がなかった状況です。その時に業者に聞き取っ

たんですけれども、年度の初めに契約の手続き

を進めた中で、他のところで決まってしまった

りだとかで、技術者の手が足りない、そういっ

たヒアリングができました。そういった中で、

年度初めにやっていた時は、令和６年度中の工

期で設定していたんですけれども、時期を半年

ほどずらして、令和７年度中までという形で、

委託の期間を少し伸ばした、あと発注時期をず

らした、そういった経緯はあります。その中で

も３回目はまだ手が上がらなかったので、その

経緯を踏えて指名という形でやり方を変えま

した。 

 

○秦委員 

そうすると条件をどんどん変えていってい

るにもかかわらずダメで、指名競争にすると入

札してくるっていうのは、どう考えればいいの

ですか。 

 

○中部地区建設課建設第二係長 

時期を変えて、技術者の手が空いた時です。 

 

○秦委員 

技術者が開いた時に、たまたまタイミングと

して指名をしてそれがあったということなの

ですか。 

 

○中部地区建設課長 

今、不調が続くので、営繕部門としては、ど

ういう形であれば、落札してくれるのかという

ことを、できる限りヒアリングをしています。

先ほど申し上げましたように、技術者が足りな

いですとか、当然に工事が多くて、設計事務所

が少ないという現状があるんですけれども、や

はり発注時期、役所の場合は、４月に予算がつ

いて発注するというものが多いんですけれど

も、同じ役所でみんな同じ動きを取っていると、

やはり４月から５月くらいに入札が多いんで

す。それは重なってしまうので、ずらしてくれ

というようなオーダーがあります。ですので、

債務負担を取って、年度より少し前に出すとか、

様々な工夫をしているんですけれども、他の行

政でも同じ工夫をしているので、結果的になか

なかうまくいかないということだと思います。

発注の時期、タイミング、そこが難しいところ

です。 

 

○秦委員 

今、足立区でも負担行為で弾力的にするよう

になってきています。特に設計の不調が多い、

しかも価格の大きいのがあるんですけれども、

時期のタイミングを弾力的にすればするほど、

入札環境として整ってくるというのは、一般的

に言えることですか。今の話しを聞いていると、

入札してくれて落札するのが望ましいので、そ

もそも入札もなかなか無いといった時に、どう

いう風に魅力的なものにするかを考えると、タ

イミングの問題であれば、足立区でもやれてい

るので、発注時期の弾力化をもう少しウエート

を大きくしていくということを考えれば、少な

くとも入札環境の改善にはなると一般的に考

えていいですか。 

 

○中部地区建設課長 
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 発注時期をずらすというのは、業界からも言

われていますので必要なことだと思います。た

だ発注を色々な行政でずらしていきますと、ま

た同じことが起きてきます。足立区だけがやっ

ていると足立区に来てくれるかもしれません

が、２３区の中でも同じことを考えて債務負担

行為を取って少しずらそうとするのです。本当

にやはりタイミング、他の物件を落とせなかっ

たので、ここがあったからこれを取ろうとかい

うのは、本当にタイミングじゃないのかという

話しはよく聞きます。 

 

○秦委員 

ヒアリングをして、もう少し弾力的にやって

いくというのが１番いいのですか。 

 

○中部地区建設課長 

やはり少しずらして、重ならないようにする

というのは必要です。 

 

○鈴木委員 

 この金額だと、予定価格が事後公表になると

思うんですけれども、事前公表だったらもっと

応札してくるということはあるのですか。その

設計で。あまり価格は関係ないのですか。今の

タイミング、どの時期に発注をかけるかという

ことの方が重要なように、今は理解したのです

が、価格の面というのは何か影響がありますか。

不調・不落のところでの関係でいうと。 

 

○契約課長 

多少はあるのかもしれないですけれども、そ

の他の要素が大きいのではないかとは思いま

す。人手が足りないというのはよく聞きますし、

設計だとそもそも足立区の業者はほとんどい

ないので、２３区の他の自治体と取り合いにな

っている状況です。予定価格を先に出して競争

が高まるかというとどうかなとは思います。 

 

・物品契約２件 

議案第４号 「認知症予防Ｗｅｂサイト」向け

各種サービス提供等業務委託 

○物品契約係長 

 契約件名が「認知症予防Ｗｅｂサイト」向け

各種サービス提供等業務委託、契約方式は随意

契約２号、契約種別は委託、契約金額は１６５

５万円余、契約相手は一般社団法人ＭＣＩリン

グ、区外業者となります。契約の概要は、ウェ

ブサイトの初期構築費用、コンテンツ利用料、

保守等が含まれている契約となります。随意契

約で２号につきましては、ＭＣＩリングが提供

するウェブサイトが、唯一無二のコンテンツと

いうことで、２号随契として契約しております。

審議対象としましては、入札の結果については

特命随意契約になりますので ６０ページの随

意契約決定書・業者表のとおりとなります。 

 

○秦委員 

認知症対策は身につまされるようなところ

があるし、ニーズがものすごく多いと思います

ので、こういうことをやるというのは本当にニ

ーズにあった素晴らしいことだと思います。Ｍ

ＣＩリングになっているんですけれども、中身

を見ると、色々なサービスを寄り集めていると

ころがあります。オンライン動画配信サービス

はニッセイ情報テクノロジーでやっています

し、暮らしの脳トレもニッセイ情報テクノロジ

ーでやっているし、コグニトラックス・フォ・

シチズンについてはヘルス・ソリューションで

す。これもニッセイでもやっていますよね。Ｊ

－ＭＣＩはワールドプランニングでそれぞれ

がやっていて、一般社団法人ＭＣＩリングは何

ですかという状況なんですけれども、しかも随

契で１社になっています。これでいくとニッセ

イ情報テクノロジーがこの使用業務サービス

の中の４つを担当しているんですよね。コグニ

トラックス・フォ・シチズンもニッセイ情報テ

クノロジーでやっています。Ｊ－ＭＣＩサービ
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スだけは違いますけれども、これは医者の対応

の関係があると思うんですけれども、そうやっ

て考えるとニッセイ情報テクノロジーの方が

より密接度が高そうに思うんですけれども、Ｍ

ＣＩリングに随意契約で一社にしているその

理由は何ですか。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

この契約につきましては、一般社団法人ＭＣ

Ｉリングの代表を務めます筑波大学名誉教授

の朝田隆先生と足立区で包括連携協定を、この

事業をやるにあたって締結しております。ＭＣ

Ｉリングは先ほど言った朝田隆先生が代表を

務める団体でして、ニッセイ情報テクノロジー

もこのＭＣＩリングの加盟企業グループとし

て、会員として入っていただいております。そ

のＭＣＩリングの先生が監修し提供するサー

ビスの中で、今回のオンライン動画配信サービ

ス、暮らしの脳トレ、あとはＪ－ＭＣＩという

ところも使わせていただく、そういう意味でＭ

ＣＩリングと我々の方で契約を結ばせていた

だきました。 

 

○秦委員 

これはプロポーザルにはしていないのです

か。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

はい。プロポーザルにはしていなかったです。 

 

○秦委員 

朝田教授との個人的なつながりで、ここにし

ているということになるのですか。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

個人的なつながりと言いますか、朝田先生が

国内での認知症の権威の先生です。それぞれに

朝田教授が関係しております。 

 

○秦委員 

 オンライン動画配信サービスも暮らしの脳

トレもコグニトラクス・フォ・シチズンもそれ

ぞれ朝田教授が関係されて監修されたりして

いるんですか。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

 認知症予防をうたっている脳トレですとか

体操動画とかそういったコンテンツというの

は世の中にたくさんあるのですけれども、エビ

デンスの部分が担保されていなかったり、そこ

が弱い部分があります。行政として、こうした

サービスを提供するには一定程度の質の担保

がないとならないところで、先生にこのサービ

ス全体を監修いただいて、品質を担保するため

選ばせていただいています。 

 

○秦委員 

この内容から行くと、ニッセイ情報テクノロ

ジーが、４つの業務のうち３つを自らサービス

提供されていて、その背景に朝田教授がおそら

く見えると思います。いろんなところに朝田教

授が関係されているので、そこを通じても良さ

そうですけども、その場合のその判断というの

は全くされてないのですか。ＭＣＩとも朝田教

授とのつながりで朝田教授がここがいいとお

っしゃったので、ここにしましたということで

すか。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

 まずニッセイ情報テクノロジーは、サービス

を提供している企業の１つではあるんですけ

れども、実際そのサービスの中身の部分を監修

しているのは朝田先生になります。そしてニッ
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セイ情報テクノロジーが提供するサービス以

外のＪ－ＭＣＩの認知症リスクを３段階で判

定するチェックプログラムなんですけども、こ

ちらについてはニッセイが提供しているもの

ではない別のサービスになります。そういった

複数のサービスを総括的に区として提供する

には、個々の企業ではなく、朝田先生が代表を

務めるＭＣＩリングと今回契約を結ばせてい

ただきました。 

 

○秦委員 

足立区と朝田教授で結んでいる包括連携協

定とは、どういう協定ですか。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

 介護予防、認知予防施策を一体的に推進する

ための協定で、この新しいコンテンツを使った

あだち脳活ラボを使ったデータの蓄積ができ

るようになっていますので、そのデータを使っ

た足立区の施策分析、そういったところにも、

ご協力いただく予定で考えています。 

 

○秦委員 

プロポーザルみたいに、他者の選択の余地は

なかったということですか。それだから随契に

なっているのですが。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

はい。今回提供しているコンテンツはＭＣＩ

リングが提供しているサービスしかないもの

です。 

 

○秦委員 

足立区とＭＣＩリングで契約を結んで、支払

いはＭＣＩリングにされています。ところが利

用契約については、オンライン動画配信サービ

スはニッセイ情報テクノロジーと利用契約を

結んでいます。暮らしの脳トレウェブサービス

についてもニッセイ情報テクノロジーと結ん

でいます。それからコグニトラック・フォ・シ

チズンについてはヘルス・ソリューションと利

用契約を結んでいます。Ｊ－ＭＣＩサービスは

ワールドプランニングと結んでいます。利用契

約はそれぞれのサービスごとに結んでいて、全

体の支払いについては一般社団法人ＭＣＩリ

ングが行っています。そうするとＭＣＩリング

とそれぞれのサービスを提供する会社との関

係というのは、委託契約になっているのですか。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

加盟企業という扱いなので、ＭＣＩリングが

委託しているということではないと思います。 

 

○秦委員 

足立区と契約を結んでいるのは一般社団法

人ＭＣＩリングです。そして区民が利用する時

には、ニッセイ情報テクノロジーやヘルス・ソ

リューションやワールドプランニングを通じ

てやっています。ＭＣＩリングと３者とはどう

いう関係なのですか。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

加盟企業が提供するサービスの監修や品質

担保というところを、ＭＣＩリングとして持っ

ています。 

 

○秦委員 

それは必要なのですか。全体のアレンジとい

うのは分かるのですが、その役割はどうなって

いるのですか。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

加盟企業が提供するサービスに対して、学術
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的に朝田教授が内容を監修し品質を担保する

という関係にあります。 

 

○秦委員 

オンライン動画配信サービスを提供すると

いうのは、ニッセイ情報テクノロジーの方でや

っていますよね。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

 サービス提供はそうですが、その流すサービ

スの中身の部分の監修というのは動画もコグ

ニトラックスの方も朝田先生の方でやってい

ただいています。 

 

○秦委員 

 ニッセイ情報テクノロジーで出しているオ

ンライン動画配信サービスと、足立区が提供し

ている朝田教授の関与されるオンライン動画

配信サービスとは内容が違うんですか。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

 同じです。 

 

○秦委員 

当然同じはずですから、ということはニッセ

イ情報テクノロジーで全部できるんでしょょ

う。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

 できないです。Ｊ－ＭＣＩは違います。 

 

○秦委員 

ニッセイ情報テクノロジーのオンライン動

画配信サービスは全部そこでできますよね。そ

れから暮らしの脳トレＷＥＢもニッセイ情報

テクノロジーができますね。それからコグニト

ラックスはヘルス・ソリューションが全部でき

ますよね。Ｊ－ＭＣＩサービスもワールドプラ

ンニングが全部できますよね。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

 そうですね。ただ我々としては、個々のサー

ビスを１つ１つ提供するのではなく、足立区の

ＬＩＮＥ公式アカウントとしてあだち脳活ラ

ボというプラットフォームがあります。そのあ

だち脳活ラボを通して、区民の方に利用してい

ただくサービスの１つに、動画であったり、Ｊ

－ＭＣＩがあります。 

 

○秦委員 

脳活ラボをＭＣＩリングが担って、全体の取

りまとめ役をするので、そこに発注したという

ことになると思うんですけれども、それでいく

と中心になるのは９、１０なのですか。この３

４ページの足立区がＭＣＩリングと契約を結

んだ主たる内容は、メッセージ案内対応と保

守・管理、共通基盤を作るためのシステムの連

絡調整をやっているのがＭＣＩリングと考え

ればいいのですか。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

そうですね。個々のコンテンツを総合的に見

て、それに合わせて本人へのメッセージのアプ

ローチですとか、フォローをするというのは、

ＭＣＩリングになっています。 

 

○秦委員 

例えば認知症予防動画配信が１８５万円で、

コンテンツ利用料が６０万円とあります。暮ら

しの脳トレが１８５万円で、コンテンツ利用料

が４２万円、コグニトラックスが１０２万円と

７万円、Ｊ－ＭＣＩが５９１万円と１０７万円

とあります。これは個々の企業の提供するサー
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ビスですね。これについて直接やる場合とＭＣ

Ｉリングを通じてやる場合で、契約金 額が変

わってくるのですか。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

前提として、個々のサービスを１つ１つ契約

して、区民の方に動画は動画で、脳トレは脳ト

レでやるのではなく、脳活ラボというプラット

フォームにお互いのデータを脳蓄積するとい

う契約が、今回の契約とは別にございます。朝

田先生が総合監修するというのは、その動画の

監修だけではなく、動画とか脳トレの組み合わ

せの状況ですとか、脳活ラボそのものの利用状

況を踏まえて、どういうふうに施策を打ったら

いいかとか、そういうアドバイザーをしていた

だくというところも含めて協定を結んでいま

す。個々の契約を結ぶだけではなく、お互いの

コンテンツの相関関係も含めてみますので、個

別に契約をすればいいという判断ではないと

考えております。 

 

○秦委員 

 ニッセイ情報テクノロジーと契約すると、お

そらくニッセイみたいな大規模なところは全

部やっちゃうんですよね。だからおそらく同じ

ようなサービスは提供できると思うんです。そ

ういうところで、プロポーザルも受けずにここ

だけでやっているところに、競争性がなかった

のかあったのかを知りたいのです。朝田教授と

の繋がりでやっていて、ここだけしかないとい

うように考えて随契をされているんですけれ

ども、果たして他になかったのかというと、あ

りうるのではないかという感じはするんです

けれども、そこはないと言えるのかどうかを一

生懸命に聞いているんですけれども。おそらく

ニッセイ情報テクノロジーだったら、同じよう

なことをやろうと思ったら、あれだけの日本有

数の企業ですから、おそらくできちゃうと思い

ます。そういうサービス提供をやられていない

のか、より朝田教授との繋がりが深くて、あり

とあらゆるところが全部、朝田教授が関係して

いるのだから、直接繋がりを持ってやる方が足

立区としてはよりベストな選択なので、随契で

選んでいるということだろうと思うんですけ

れども、それでいいのかなというところが気に

なったのです。朝田教授との包括契約というの

は、どういう契約になっているのですか。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

 協定です。 

 

○秦委員 

協定で、なんかサービス提供を受けられてい

るのですか。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

 包括連携協定は、区の介護認知政策を推進す

るにあたって、個々具体的なサービスの提供と

かそういったとこまでは踏み込んで書いてお

りません。協定項目がいくつかありまして、介

護予防と認知予防に関する普及啓発に関する

ことであったり、脳活ラボを活用した調査研究

に関すること、学術支援に関することについて、

相互に連携してやっていきましょうというこ

とを書せていただいております。 

 

○秦委員 

認知症関係を調べれば、教授の名前が全面に

出てくるので、第一人者として直接に繋がって

いるのは、ものすごく重要なことだと思います。

認知症普及対策では重要な施策をやられてい

るとは思います。 

 

○総務部長 

もしかしたら、時代が進むとそれが一般化し
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た知識になって、こういったことをできる事業

者とかもトータルで出てくるかもしれません。

今は学識に手伝っていただいて、ちゃんとエビ

デンスを背景にしたパッケージを組めるとこ

ろがあるかっていうと、多分無いと判断したと

思うのです。認知症はこれだけ知られているも

のではあるけれども、エビデンスに基づいたい

くつものコンテンツを結びつけたトータルサ

ービスみたいなものというのは、今のところ見

当たらなかったと判断したと思います。今後も

しかしたらプロポーザルで、次の新たな事業者

や団体もということは大いにありうる話しか

なと思います。 

 

○鈴木委員 

 ちなみに、区民はどの程度、利用されている

のですか。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係主事 

 今日時点の脳トレの利用者数に関しまして

は、実人数で申しますと２８００人程度、少な

からず１回は利用されているというようなと

ころになっています。 

 

○鈴木委員 

一般的に認知症は知られているんですけれ

ども、本当にそれに関わってしまうと本当にこ

れしかないという世界なのです。要するに自分

たちが何か選ぼうと思っても選べない。もうこ

れしかないですよという提供の仕方しか今は

ないのです。要するに何を言いたいかというと

１番いいのは、もちろん直す薬が出てくれば１

番いいのですけれども、それはまだ期待できな

いので色々なことが今、思考錯誤で進められて

いるので、もっとそういうことが進んでいけば、

また別な世界になってくると思うので、そこは

やっぱり担当部局としてその辺りはよく見て

いただいて、足立区民に提供できるサービスが

出てくれば、もっと広げていくということでや

っていただきたいと思っています。とにかく本

当に知られている割には、何か関係しようと思

った時に、これしか選べないという世界なんで

す。それはよく分かっていただきたいです。だ

からむやみやたらに足立区に色々な情報を流

すという意味ではなくて、例えば私でも地域包

括からアンケートなどが来るんです。そして回

答して、まだ私は認知症は大丈夫ですというこ

とをもらうので、少しはそこの部分は安心して

いるのですが、行政として一生懸命にやってい

るというのは分かるんですけれども、そこは誤

解をあえて言いますと、無駄なことをやってい

る可能性もあるので、そこはしっかり見ていた

だきたいと思っています。無駄なことは絶対な

いと思うので、そこはしっかり進めていただき

たいと思っています。 

 

○秦委員 

 認知症予備軍の人に対してアクセスして、で

きるだけ改善していくということだと思うの

ですが、高齢者というのはＬＩＮＥの利用とい

うのはそんな多くないです。私もＬＩＮＥをや

っていないので、ＬＩＮＥで調べようと思った

ら全く動かないんです。だからせっかくものす

ごく広がっている色々なサービス提供がＬＩ

ＮＥでしかできないので、ＬＩＮＥの使える機

器の提供もされていますので、それをできるよ

うにしますよということであるんでしょうけ

れども、もっと用途を広げるということはでき

ないんですか。例えば足立区認知症への取り組

みがホームページの中に出ているじゃないで

すか。この中で、いざこういう話しになると、

みんなＬＩＮＥに行ってくださいということ

になって、ＬＩＮＥから先に進めないんです。

ＬＩＮＥを利用している人はいいんでしょう

けれども。高齢者はもっと多様な用途に合わし

てやらざるを得ないので、ＬＩＮＥをやってい

る人なんて少ないと思うんです。高齢者だから、
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利用の手段というのをもっと広げることはで

きないのですか。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

 ＬＩＮＥの利用率に関しては、総務省であっ

たり、他の民間の研究所の方でも発表がありま

して、６０代の方はもう９割近く使われている

ということです。７０代も７割と、年齢が上が

るにつれて下がってはいるんですけれども、一

般のＳＮＳよりはＬＩＮＥは普及率が高いと

いうように我々は見ています。これまで足立区

の方では、対面型のアナログの事業を展開して

いて、多くて実質１０００人ぐらいの方としか

事業で接することができなかったのです。高齢

者人口が増えていく中で、より多くの方に早い

うちから、いろんな選択肢があるようにという

ところで、新たな介護予防、認知予防を選択し

ていただこうということで、この普及率をもっ

てＬＩＮＥを採用させていただいております。

コンテンツの方も随時、見直しは必要かなと思

っておりまして、また速やかに情報を届けると

いうことでも、これからは紙媒体に加えてこう

いう電子媒体での情報発信というところも、

我々高齢部局の方も力を入れていかなければ

いけないという考えで新たに始めさせてもら

っています。そして１０００人程度のところか

ら、今は２０００人の方に使っていただいてい

ます。登録者数で言いますと高齢者の方４５０

０人近くの方に使っていただいています。もち

ろんこの提供する体操の動画とか脳トレのコ

ンテンツだけではなくて、電子とリアルを掛け

合わせて脳括ラボを使って、お家から出て外出

を促すような仕掛けも取り組んでいますので、

そこについても一定程度の数としての成果は

出てきているところでございます。 

 

○秦委員 

 足立区の認知症への取り組みで、ホームペー

ジにたくさん出ているんですけれども、この中

にＪ－ＭＣＩサービスの提供に直接利用でき

るというのはあるんですか。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

 今はこのあだち脳活ラボのＬＩＮＥを通し

て提供しているものなんですけれども、今後は

例えば区内の地域学習センターで高齢者向け

の講座を開催する時に、この脳括ラボで提供し

ている専門講師の方がやる動画コンテンツを

無償で使えるようにして、例えば脳括ラボを使

っていない、ＬＩＮＥを使っていない方でも、

学習センターで講座を受ける時にそのコンテ

ンツに参加することができるといった仕組み

も今考えているところです。 

 

○秦委員 

５２ページのワールドプランニングとのＪ

－ＭＣＩに関する利用契約で、利用者は料金を

払うと書いてあるんですけれども、区が提供す

るのは無料だと思っているんですけども。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

区が払うということで、一般の区民の方がお

金を払うということはないです。 

 

○飯塚会長 

これを利用できるのは区民だけなんですか。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

Ｊ－ＭＣＩについては、区民ではなくても利

用することはできます。他の動画ですとか脳ト

レのコンテンツというところは、住基の確認が

取れた６５歳以上の区民の方にサービスを絞

らせていただいているんですけれども、このＪ

－ＭＣＩについては、若年層のより幅広い世代
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の方に認知症について考えるきっかけですと

か、それは普及啓発の意味合いも込めています

ので、年齢制限関係なく、ご登録いただければ

ご利用いただけるものになっています。 

 

○秦委員 

照会サービスとＦＡＱの作成については、別

途委託するとなっていますが、この関係につい

ては別のところに委託されているんですか。３

６ページの各種サービスに対する照会対応で、

認知症の予防の問い合わせに対し、各種サービ

スに対する照会の一次対応は、区が別途委託す

る事業者が行うとなっています。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

おっしゃるとおりです。 

 

○契約課長 

田中副会長から事前にご意見をいただいた

ので、ご紹介したいと思います。まずこの事業

は、契約自体は過去のものなんですけれども、

事業自体は今も実施しているのですかという

話しがありましたので、この脳括ラボというペ

ージがホームページから見られますので、そう

いった事業を、今もこれからも継続してやって

いきますということでお話しはしております。

もう 1つが、この効果測定をどのようにやって

いくのでしょうかというお話しがありました。

例えば個人Ａさんという方が、このコンテンツ

を使った場合と使っていなかった場合の効果

測定というのは、なかなか難しいという話しは

しています。ただし利用している方と利用して

いない方との比較というのは、今後やっていく

と聞いています。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

例えば、利用者群と非利用者群で、新規要介

護認定率に差が出るかどうかというところは、

将来的には見ていきたいと考えています。もち

ろんその動画をやるだけではなく、先ほども言

った外出の機会や社会参加の促進というとこ

ろもありますので、トータルで見てそういう認

定率に差が出るかどうかというところは、１つ

成果の指標として見ていきたいと思っていま

す。 

 

○契約課長 

この脳括ラボに登録すると、動画を視聴した

りとか、イベントに参加したとか、そういう１

人１人の履歴を全部蓄積することができるの

で、そういった状況を自分でも履歴を見れます

し、その利用者とそうでない方との比較も今後

していくということで、やっていければと思い

ます。ちなみにこの脳活ラボの登録目標も、令

和７年度は３５００人、令和８年度は７０００

人と、１月２０日時点でもう既に６０００人以

上が登録しているということで公表をいただ

いている状況です。またもの忘れチェックの利

用者数とか、動画の視聴者数についても、目標

をかなり大幅に上まわっているという状況で

す。７０万人のうち１７万人近くは高齢者なの

で、また後期高齢者もどんどん増えていて、要

介護度も高い方が増えている状況では、この介

護予防、認知症予防は１番重要です。皆さんが

元気に長生きしていただけるためには必要な

施策だと思いますので、今、重点的に取り組ん

でいると思っております。 

 

○秦委員 

２年目以降は、この利用料だけなんですか。 

 

○高齢者地域包括ケア推進課はつらつ高齢者

支援係長 

今回の契約は、その脳活ラボの基盤システム

を作るというところでかかっていますけれど

も、２年目以降はコンテンツの利用料だけです。
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こちらが東京都の補助金を活用して行ってい

るもので、６年度は基盤整備、７年度からサー

ビス提供開始っていうことになっています。１

年１億円で、３年間で最大３億円の範囲で、全

てその補助金の中だけでやっています。 

 

議案第５号 介護保険業務委託 

○物品契約係長 

契約件名は介護保険業務委託となります。契

約方式は随意契約２号該当。こちらは令和６年

度のプロポーザルの実施において選定された

事業者との２号随契となります。契約種別は委

託、契約額は１１億６５００万円余、契約の相

手方はパーソルビジネスプロセスデザイン株

式会社、区外事業者となります。契約期間は令

和７年３月１５日から令和１３年３月３１日

となります。概要につきましては、介護保険要

介護認定事務、介護保険料徴収事務等です。入

札結果につきましては９８ページの通りで、随

意契約の１者の事業者となります。 

 

○秦委員 

この介護保険契約は、契約期間が６年です。

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

との契約は、介護保険だけではなくて国民健康

保険も６年契約でやられています。債務負担６

年でやられていますが、他の業務は５年なんで

す。国の負担行為も５年が限度なんですけれど

も、地方自治法上制限がないので、別に６年で

もいいという合理的理由があればいいんでし

ょうけれども、６年にされている理由は何です

か。 

 

○介護保険課長 

介護保険課の方では、別に３年に１度、介護

保険事業計画を作定するという事業がござい

ます。そちらの時期と今回のこの介護保険の契

約の時期が、仮に５年の場合だと、１５年経つ

と両方が重なって、計画とこちらの業務のプロ

ポーザルを実施しなければいけなくなるとい

うところがございます。そういった理由で６年

契約にすることで、それが重ならないように実

施が可能ということになりますので、６年間と

いう期間での契約という形を取らせていただ

いております。 

 

○秦委員 

両方同時に重なると業務的に厳しいという

ことですね。パーソルビジネスプロセスデザイ

ンとの契約はもう随分長いと思うんです。どれ

ぐらいになるのですか。 

 

○介護保険課長 

平成２６年度から契約していますので、１２

年目、３期目に入ります。 

 

○秦委員 

プロポーザルでやられていますけど、応募が

あるのは１者だけですか。 

 

○介護保険課長 

今回は一者だけでしたが、一期目については

別の事業者も参加していました。 

 

○秦委員 

 介護保険は、業務が極めて広範囲に及ぶし、

相当なスタッフも揃えなくてはいけないので、

１回決まると、優位性があると思います。１番

最初のところで大体決まって、あとは他の業者

はプロポーザルに名を上げないのですか。常に

１者だけになってしまうのですか。 

 

○介護保険課長 

１期目は４者がありまして、２期目は３者応

募がありましたが、最終的には２者が辞退をし

てしまいました。３期目は１者だけでした。 

 

○秦委員 
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 介護保険は業務が広く色々なことをやられ

ています。１１億６５００万円ですけども、国

民健康保険の方でもやられている。このパーソ

ルビジネスプロセスデザインは２６億円で。国

民健康保険も介護保険も足立区の福祉業務と

しては、極めて大きなウエイトを占めている業

務です。スタッフもすごく多いと思うんですよ

ね。５０名とか６０名ぐらいいる。だから両方

合わせるとすごい人数になるんですけれども、

足立区として特定の業者に、しかも区民との接

点のところのサービスを一括して全部受けて

もらう時に、一者に相当大きなウエイトを占め

ること自身はどう考えられますか。通常ですと、

リスク分散というか、その業者になんかあった

時にその影響をできるだけ未然に防いでいく

ということを考えると、分散も考えられるんで

しょうけれども、保全措置をなんか取っている

とかはどうなんでしょうか。 

 

○総務部長 

 本当は多様である方がいいですけれども、な

かなか区の業務が大きくて、それだけを受け切

れるとか、あるいは専門性がまあまあ高いとこ

ろまで出しているので、そのレベルに耐えうる、

受けられる事業者がちょっと限られてきてい

るというのも現状です。問題はあると思います。

リスク分散というところでは、いくつか決まっ

た業者しか受けられないという状況になって

いるところがリスクでもあると思います。そこ

はオープンにして、なるだけ皆さんに応募して

いただきたいところですけれども、結果として

は非常に狭いところでやっているということ

になっています。 

 

○秦委員 

プロポーサルで１回目だと５者、２回目が３

者、プロポーザルとしては、おそらく大規模だ

と思います。これだけの業務で、これだけのス

タッフを用意するというのは。今は、受託業者

で、大規模のところも増えていると思います。

おっしゃるようになかなかなくて、どうしても

ここになってしまうという状況なんですか。 

 

○総務部長 

私も審査などで関わっているプロポーザル

とか、あるいは業務評価とかありますが、決し

てたくさんあるという印象ではないです。一方

で少し怖いものもあって、場合によっては事業

者が、例えば指名停止などがあった時には、ち

ょうどプロポーザルの時にその事業者が応募

ができないとか、実際にそういった状況なども

ありますので、それは一方でリスクを抱えてい

ると思います。 

 

○秦委員 

介護保険のスタッフが５０人か６０人くら

い派遣元から来て、提供されていると思うんで

すけれども、削減の定員数が随分と少ないんで

す。この介護保険で、常勤が１１名、非常勤が

３名くらいが定員削減になる程度です。一方国

民健康保険の場合には、金額は２６億円で、１

１億円の２．４倍ぐらいなんですが、常勤が５

７人、非常勤が３１人、臨時が７人削減効果が

あると短期的に出ています。介護保険でも委託

している業務の内容からすると、国民健康保険

と業務の内容が異なると思いますが、削減効果

が金額の割に少ないのはどう考えればいいの

でしょうか。 

 

○介護保険課長 

リスクという部分では、ノウハウが例えば全

て広範囲に委託事業者の方にお願いをするこ

とで、いざとなった時に我々の方でも戻せない

というか、業務が回らないというのが、１番リ

スクの大きなところと考えて、介護保険課の方

では、国民健康保険課の委託している業務の範

囲よりも職員の方でコントロールできる部分

を少し残している形で、大量に同じような仕事
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をやるような部分は、委託に切り出しをさせて

いただいて、法改正とか職員がやらなければい

けない部分のところは残した上で、委託をさせ

ていただいているというところが国民健康保

険課とは違うのかなと考えます。 

 

○秦委員 

７２ページ、７３ページに業務一覧表があり

ます。少し気になるところは、要介護認定申請

入力だからいいと思うんですけれども、その判

断・決定権限、決定基準、それから資格保険料

業務の決定通知書・納付書・還付通知書等処理、

年金保険者への還付処理、特別徴収分の遺族へ

の還付処理、要は区と介護保険者との間での決

定権限です。そこに関与するところは、職員が

きちんとやっているという確認です。これだけ

で見ると、どっちかなというような感じの表現

のところもあります。 

 

○介護保険課長 

作業の部分では委託をさせていただいてい

ますが、認定の部分については区が決定するわ

けではなくて、認定審査会という、医師ですと

か、福祉職の方ですとか、そういった専門職の

方が、委託事業者が揃えた資料を元に、議論し

て決定いただいています。他の資格保険料の方

の業務についても、作業部分は切り出しをさせ

ていただいているんですが、実際の決定行為な

どについては、職員の方で実施をさせていただ

いていますので、委託というのはあくまで作業

に関わる部分というようにご認識していただ

けるかと思います。 

 

○鈴木委員 

契約金額が６年間で１１億円は、もう確定と

考えてよろしいのですか。 

 

○介護保険課長 

基本的には確定金額ではございますが、昨今

の物価上昇ですとか、取り巻く環境もかなり大

きくなっている時代でもございますので、仕様

書上にもそういったものがあった時には、双方

協議の上で契約変更などが行えるようにして

いるところでございます。 

 

○鈴木委員 

 そうすると委託であっても、契約金額をもし

変更するのであれば、またその変更について庁

内で了解を得るというか、担当部局で勝手に決

めるってことはありえないと考えてよろしい

ですか。 

 

○介護保険課長 

おっしゃる通りです。庁内はもちろんそうで

すが、議会も含めて対応させていただくことに

なります。 

 

○鈴木委員 

あと評価委員会の評価結果は、もう出ている

のですか。 

 

○介護保険課長 

前年度の期間をベースに当該年度の評価を

させていただいて、昨年の１０月末に実施をさ

せていただいて結果も出ております。サービス

の窓口の待ち時間ですとか、毎年その事業者の

方で窓口に来庁された区民にアンケートなど

取らせていただいているのですが、サービスの

満足度など７つぐらいの項目に対して、今回で

言うと９割強くらいの評価をいただきました。 

 

○鈴木委員 

どういう委託業務でも書いてあるんですが、

内部監査、私も長いこと監査をやってきたので、

年１回と書いてあるんですけれども、監査する

立場からするとそれじゃ足りないんです。だか

ら場合によっては、指摘事項があれば内部監査

の回数を増やすとか、監査のやり方を変えると
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か、いろんなことが考えられるんです。だから

その辺りは、評価委員会で出ていると思うんで

すけれども、業者によってはここがちょっと問

題だというようなところがもし出てくるよう

であれば、それは次に改善に繋げないと、また

悪いことが起きてきますから、そこは十分に留

意いただきたいと思います。 

 

○介護保険課長 

毎年、評価をさせていただいて、いいところ、

それから課題になるところを評価委員の皆様

にあげていただいています。そういったものを

区長の方にも答申をいただいていまして、毎年、

改善するような形でサイクルは回させている

ところでございます。 

 

○鈴木委員 

私の関係でいくと、正月明けに認定の書類を

窓口に提出しました。そして、認定審査会が２

月１７日と聞いています。その辺りはなんで時

間がかかるのかなとなるんですが、その間に当

然、認定の調査で、それはまた委託している業

者の方が来るんですが、それぐらいかかるのか

なというイメージはわいているんですけれど

も、それなりの期間がかかるというのはやむを

得ないというお考えですか。 

 

○介護保険課長 

お待たせして大変申し訳ないというところ

がございまして、もちろん我々としてもできる

限り早く申請をいただいた方から、結果を出す

までの期間については、一日でも早くというこ

とでやらせていただいているのですが、審査会

をかけるにあたりまして、訪問調査とかにいら

っしゃったというお話しがありましたけれど

も、そちらに加えまして主治医の意見書という

ものを揃える必要がございます。昨今、その病

院の先生がどうしてもお忙しかったりもしま

して、そういった書類が両方揃わないと審査会

をかけられないということになりますので、そ

ういったところで少し期間が伸びてしまって

いるということがございます。 

 

○鈴木委員 

予定しているスケジュールと実態はずれて

きているというところですね。それは人数を増

やしても穴埋めできない話しですよね。だから

それはもう色々と状況を見ながら、毎月報告が

あるのでしょうから、そこで業者と色々と打ち

合わせて、スケジュールに遅れがあれば、また

改善を進めるというか、なんか方法を探るとい

うような感じですかね。 

 

○介護保険課長 

毎月定例会というのを月に１回実施させて

いただいていまして、そこで大きな方針ですと

か、進捗については確認をさせていただきます

し、日々、その責任者等と所管の係の担当の方

で、対応の協議というのはさせていただいてい

るところでございます。 

 

○鈴木委員 

ちなみに、国のルールが変わった時には、こ

の委託業務の内容も変わると考えてよろしい

のですか。それで業務が増えたら、契約金額を

変えましょうかという話しになるかどうかで

すが。 

 

○介護保険課長 

 もちろんそのボリューム感ですとか内容に

もよるかと思いますが、一応、当初のプロポー

ザルの段階では、介護保険の場合は法改正が

元々想定をされているものになりますので、そ

ういったものでも対応ができるようにという

ことが、プロポーザル時点で記載をさせていた

だいています。基本的にはそれを受けていただ

く前提で、どうしてもこれだけの業務が必要で

お金がかかりますということであれば、それは
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またご相談なのかなというように考えており

ます。 

 

○飯塚会長 

これは随意契約という整理ですけれども、公

募型プロポーザルを実施して、それで選んだと

ころと契約しているわけです。そうすると随意

契約として整理していますが、公募型プロポー

ザルで決定したという整理にはならないんで

すか。 

 

○契約課長 

プロポーザルで１者を決めて、その一者と特

命随契をする。いつもそのような整理でやって

おります。 

 

○飯塚会長 

以上で議案第４号から第５号までの質疑を

終了いたします。お諮りします。議案第１号か

ら議案第５号までの契約手続きは適正であっ

たと認められるということでご了承いただけ

ますでしょうか。 

 

－全委員了承－ 

 

３ 報告事項 

（１）令和７年度の不調・不落について 

○契約課長 

それでは資料の９９ページをお願いいたし

ます。令和７年度の不調・不落については、１

２月末現在で１２５件でございます。１００ペ

ージに内訳を載せております。まず左上の表で

すが、工事は令和７年度、４８件の不調・不落

が発生しております。令和６年度の同時期に比

べて９件増えているような状況でございます。

内容としては、建築がかなり増えているという

ところ、また給排水は件数としては少なくなっ

ているというところ、特徴的なところで言いま

すとそういった増減がございます。次に右上の

表は委託契約です。こちらについては令和７年

度は７７件、令和６年度に比べて７件増えてい

るというものでございます。こちらも内訳とし

ますと、設備設計のところが、少し増えている

という傾向にございます。左下の状況別内訳で

ございます。こちらは１２５件の内訳です。不

落が５５件。入札なしというのが４９件です。

３の処理後結果別内訳、不調になった後どうし

たのかというところですけれども、この１２５

件というのは、重複の案件もございますので、

不調になったけれども、その後もう１度やって

落札決定しているものは５０件、再発注してい

るものは１０件、今年度対応できない、検討先

送りしているものが３３件というものでござ

います。内訳については１０１ページ以降でご

ざいます。 

 

○飯塚会長 

建築工事の件数が結構増えているような気

がするんですが、これも昨今の人手不足の影響

ですか。 

 

○契約課長 

建築以外もそうなんですが、全業種とも手上

げと言うのでしょうか、札入れが平均的に徐々

に減ってきているということで、競争性という

面では、人手不足とかそういったところの影響

で、かなり厳しい状況と考えています。 

 

（２）指名停止措置状況について 

○契約課長 

 指名停止状況１１月から１月までですが、工

事契約は２件、物品契約は４件です。業者とし

ては、物品と工事で重複しているものもござい 

ます。１０７ページですが、１番上の株式会社

パソナでございます。こちらは、東京都の事業

で個人情報を、８００名分を漏洩したという事

件を受けて、東京都が指名停止をしております。

それを受けて足立区でも１月の指名停止をし
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たというものでございます。次の株式会社パソ

ナライフケアの指名停止につきましては、こち

らは足立区の事業なんですが、子育て家庭訪問

事業運営委託というもので、対象者に郵送した

ものが別人の案内が混入しているということ、

６名の方の個人情報が別の方に送られてしま

ったというのを受けて、２月の指名停止をした

ものでございます。その下の４つのところです。

まず株式会社日本インシーク東京本社営業部

ですが、これは工事と物品のものでございます。

これは東京都の発注の事業で協力会社の作業

員が、斜面から滑落してお亡くなりになったと

いう事故がありました。それを受けて東京都で

も指名停止を行っておりますので、その関係で

足立区でも１月の指名停止を行ったものです。

続いて有限会社兼平です。こちらは特定建設業

法の許可を有していないにも関わらず、東京都

の公共工事で、この規定に反して下請け契約を

締結したということで、指名停止を受けており

ます。建設業法違反ということです。これを受

けて足立区でも３月の指名停止をしたもので

ございます。最後の東京ガスコミュニケーショ

ンズ株式会社です。これは東京都の複数の民間

工事で建設業法の規定に違反して、資格要件を

満たさないものを管理技術者として工事現場

に配置したというもので、これを受けて東京都

で指名停止を行っていますので、足立区でも３

月の指名提止をしたものでございます。 

 

（３）令和８年度労働報酬下限額について 

○契約課長 

毎年、労働報酬下限額の翌年度のものを、検

討して告示しているものでございます。１つ目

の工事請負契約に関しては、この表の熟練労働

者と２のいわゆる未熟練と呼ばれる方々につ

いては、２月中旬頃に国から工事の設計労務単

価が出ますので、これが出ましたら、この表の

記載の通り、熟練に関しては設計労務単価の９

割、未熟練については軽作業員の７割というこ

とで式に当てはめて、改めて足立区として告示

をする予定でございます。２の業務委託ですが、

こちらについては、７年度の足立区会計年度任

用職員の事務補助の時給単価をもとに、単価を

算出しております。令和８年度は１４８３円、

昨年度に比べて１３３円プラス、１割程度の増

となってございます。続いて３の指定管理です。

１番目の保育士ですが、これは先ほどの業務委

託の単価にプラス１００円したものでござい

ます。１５８３円の時給でございます。次の保

育士以外のものについては、業務委託と同じ単

価で１４８３円でございます。（２）の足立区

外の施設です。２つございまして、日光と鋸南

でございます。鋸南は今、休館中ですが、令和

８年度、それぞれ栃木県、千葉県の最低賃金を

目安に設定しているものでございます。日光に

関しては、令和８年度は１１３２円、前年度に

比べてプラス７８円でございます。鋸南に関し

ては、時給単価１２０４円でございます。１１

０ページですが、労働報酬審議会の委員の主な

意見ですが、熟練労働者以外のいわゆる見習

い・手元の方々の区分のあり方、また算定方法

について、踏み込んで検討されたいということ

です。これは区分を撤廃して欲しいとか、そう

いったお話しもございます。また（２）のとこ

ろでは、今、指定管理は保育士がプラス１００

円で、特出しで設定しておりますが、それ以外

の介護士とか、看護師、その他の職種について

も、別に設定した方がいいのではないかという

ようなご意見がございました。 

 

（４）入札制度改革の実施状況について 

○契約制度改善担当係長 

委員の皆様には、別冊で中間報告というもの

をお渡しさせていただいているかと思います

ので、そちらも合わせてご確認いただければと

思います。当審議会から令和３年１１月に答申

をいただきまして、４年１０月と５年６月に、

合わせて１２項目の入札制度改革を実施させ



24 

 

ていただきました。この中で６年度までの状況

について、ご報告をさせていただきます。資料

の３２ページをお開きいただければと思いま

す。本編では１４４ページになります。区内事

業者の推移の表ですが、１番右端のＲ３比増減

数のところを中心に見ていただければと思う

んですが、この令和３年度改革前から現在の７

年４月１日なんですが、各業種別で事業者の増

減の推移があります。全体としては１７事業者

が増えている状況になってはいるんですが、先

ほど不調の話しがありました２段目の建築は、

マイナス１社、給排水は増減０。真ん中の５年、

６年等は増えていたのですが、令和７年度の４

月現在では建築と給排水の業者の増減があま

り見られていない、もしくは減少しています。

それ以外の業者は、若干の微増という状況でご

ざいまして、総じて区内の事業者数だけで見れ

ば、それほど大きな増減、要するに減少が著し

いという状況にはなっていないことを、ここで

確認させていただければと思います。その前提

を踏まえまして、まず総括的な部分からで２ペ

ージにお戻りいただければと思います。本編で

言えば１１４ページになります。まず区の発注

工事がどれぐらい出ているのかというところ

なんですが、上のア－１というところで、総計

のところを見ていただくと、令和４年度は２０

７件ということで少なかったんですけれども、

それ以外の年度につきましては大体２６０件

程度で、一定の状況で推移しております。ちな

みに令和７年度はどうなのかというところな

んですが、少し減るような見込みで２３０から

２４０件くらいかなというふうに見込んでお

ります。件数としてはこんな状況でございます。

続きまして、５ページにいっていただければと

思います。本編でいくと１１７ページになりま

す。落札率についてなんですが、全体で見ます

と９２％くらいで推移しておりまして、先ほど

審議案件でありましたように、ちょうど真ん中

の電気が９０％というところで、１番低い状況

でございます。逆に不調等がちょっと続いてい

るという建築、土木、それ以外の業種につきま

しては、若干高くなってきているという傾向で

はあります。落札率は以上です。次に不調率で、

９ページになります。本編は１２１ページです。

この業種の不調率というところで、全体として

は１５％ 弱くらいの状況なんですが、業種別

で見ていただくとかなり差がありまして、電気

は全く不調がない、０％という状況になってい

るんですが、逆に建築は６年度は２６．６％で、 

実は７年度は、今４９％くらいまで跳ね上がっ

ています。逆に給排水は６年度４１％になって

いるんですけれども、７年度は２８．６％とし

て若干落ち着いている状況です。そういった状

況で、建築と給排水が不調が高くなっている状

況で、これは前の審議会でご説明している通り

なので、その状況が数字で見て取れるというと

ころでございます。次に１３ページにいってい

ただきますと、先ほど入札の参加がどんどん減

っているというところで、１案件あたりの入札

の参加者数というものを出しておりまして、こ

れは辞退や無効というものは除いた、あくまで

も有効だけを算出しております。全体でいきま

すと、令和３年度は５者くらいあったのが、令

和６年度は４．２者で、実は令和７年度は３．

３者ということで、さらに落ち込んでいる状況

でございます。これも業種別に見ますと、建築

が１．７者というように落ち込んでいまして、

実は令和７年度は１者くらいになっていまし

て、ほとんど競争が建築は生じていないような

状況になってしまっています。給排水も１．８

者となっていまして、これも７年度は１．３者

となっていまして、ここも競争が生じていない

状況でございます。給排水については、これは

全国的な傾向ということを業者等からは聞い

ております。建築ははっきりとはまだ分析しき

れていない状況です。これが全体的なものなの

ですが、各１２項目につきましては、この後１

５ページから分析はしているんですが、お時間
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がないので１点だけ、１７ページを開いていた

だければと思います。入札参加制限を緩和した、

要するに競争率を高めるために、土木、建築、

電気については、６０００万円以上は２ヶ月、

入札に参加できませんよとしていたのを１ヶ

月に短くした。給排水、空調については、５０

０万円だったものを３０００万円までは自由

に参加してよいという形で緩和したんです。本

来、この緩和が、ある程度の効果が出ていれば、

ここの各入札参加者数が、年数を追って増えて

いくというのが、我々が望んだ姿だったんです

が、今 、ご説明した通り技術者不足等々の環境

から、毎年減っていまして、６年度はほぼ２者

とか、電気でさえも６年度は５年度に比べて減

っているという状況が出ておりまして、基本的

にはこの入札制度改革の検証というところに

至りたいところなんですが、全体の大きな影響

に飲み込まれてしまっていまして、これが果た

して効果があったのか、もしくはこれで踏み留

まっていて効果があるのか、様々な細かな分析

が今のところできない状況になっているとい

うのが、少し特徴的に現れているのでご説明を

させていただきました。 

 

○秦委員 

前回の時も申し上げましたが、制度の見直し

をする時には、事件の問題があって、それを踏

まえてその入札の方式全体を見直すというの

がそもそもの趣旨で、それに基づいてやったん

ですね。特に視点になったのは、競争性が低い

ところ、落札率がものすごく高くて競争性が低

いような、そういったところについて重点的に

見直しをしたところが、特徴です。ですから６

０００万円以上のところに視点を当てた、色ん

な見直しが多かったんです。中心はどちらかと

いうと、競争を高めていこうという考え方が全

体の中にあるんです。ですから、どちらかとい

うと競争条件緩和型の内容になっているんで

す。問題なのは、そこに視点を当てるのか、今

おっしゃったように大きな流れの中に飲み込

まれてしまうという部分があるので、 そっち

に視点を当てていくのかによって、全然中身は

違ってくるので、今どっちかというと、ここで

言っているのは 入札制度を見直したところに

ついて、どうなっていますかというのを見てい

るわけです。そこに視点を当てて考えれば、そ

の全体の話しです。大きな波に飲み込まれる部

分の話しをクローズアップするのは、問題提起

としてはいいんですけれども、そこを全面的に

取り出して視点を当てていくような報告のや

り方というのは、いかがなものかというのがま

ず１点あります。１１１ページを見ると、１番

最初のところに入札全般についてどの程度表

現するかというのはあるかと思いますけれど

も、グラフ等に基づいてここを全面的にすると、

それは工事の入札そのものの見直しの話しに

なってくるので、ちょっと違和感があります。

そこも少し見直しされた方がいいと思います。

中間報告書で、１１１ページ目は入札制度改革

の概要です。１１４ページから入札制度改革前

後の入札実績です。これが飲み込まれる部分の

話しをずっとされているんです。全体を総括的

に見るというのはいいんですけれども、これだ

けクローズアップしてくると、こっちの検討を

すべきだという話しになってくるので、視点が

全然違います。問題になるのは、その２のとこ

ろです。（２）の令和４年１０月改正と（３）

の令和５年６月改正の部分がどうなっていま

すかに繋がってくるので、大上段に掲けた大き

な問題です。入札制度改正はどちらかというと、

高額な部分、競争性がなかなか少なそうなとこ

ろについて、競争性を確保するところに視点を

当てています。一方２（１）概括については部

分ではなくて、工事全体の話しになっているの

で、件数でいくと圧倒的に小規模なり中規模の

ものが多いわけです。そっちの話しに行ってし

まうので、そうするとこの趣旨は何かというこ

とになる。できれば大上段の部分については、
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表は必要だと思いますけれども、後ろの方に参

考にするとかして、視点はあくまでも制度改正

についてどうだったかというのを中心に考え

ていただくと、制度改正がクローズアップされ

て、どうだったかということが見やすくなるの

ではないかというのが、２つ目です。したがっ

て、中間報告は２であれば、（１）概括のとこ

ろは参考の方に移していただいて、（２）の令

和４年１０月改正の実績・評価、（３）の令和

５年６月改正、こちらを中心に上げていただい

た方が主張するところの意味が、より目的適合

的になるというのが意見です。内容的にもう少

し丁寧に判断していただいた方がいいという

のが全体的にあります。全体の比率で考えて前

に比べてあまり変わらないから変わらないと

か、あるいは減っているという表現が至るとこ

ろにあります。そういう考え方で評価されたい

ます。制度を改正する。それによって競争性が

拡大しているかどうか。制度としては拡大する

けれども、実績は大きく飲み込まれて出ていな

いがゆえに、その評価をするということではな

くて、競争環境が拡大しているということをク

ローズアップすべきだと思います。そうすると

増加していれば、少なくとも増えているのは間

違いないので、そこを評価すべきではないかと

いうように思います。したがって述べる時は、

淡々と率は平均より落ちているとか、前と変わ

んないとかいう話しになっているんですけれ

ども、そうではなくて追加した部分が増加して

いれば、それは増加なんです。効果はあったこ

とになるのです。率としては低いというだけな

んです。そういうところが至るところに散見さ

れるので、もう少し丁寧な評価をしていただけ

ると、その制度改正の趣旨なり目的がより分か

りやすくなるように思います。最後に１４５ペ

ージのところで、最低制限価格未満での入札に

よる不落等の対応について、これは今回対応し

ていません。評価になっていますが、ここは誤

解を招くので、しかも趣旨が少し違うようにも

思うので、ここは見直ししていただきたいと思

います。したがって１１１ページから１１２ペ

ージの表のところは、もう少し丁寧に書いてい

ただいた方がいいと思います。アからスまでで、

スは削除した方がいいと思います。その内容に

ついて淡々と数字で比較だけをしている話し

になっていますけれども、それより制度として

競争性が確保されているかどうか、拡大してい

るかどうか、そこを重視して、ただその数字的

にはそうなっていない。しかし増加はしている。

そういうところの意味を、もう少し出していた

だいた方が、制度改正の趣旨に合うのかなとい

うように思います。 

 

○契約課長 

この資料ついては、この後に議会に出すかど

うかも含めてまだ検討中です。まずは紹介させ

ていただいて、また引き続きご意見を頂戴しな

がら進めていこうと思います。 

 

○秦委員 

新たな要素を入れて増加している以上は、そ

こは効果があると見てもいいと思います。それ

が率としては少ないかもしれないけれども。全

体には入札者が減っているので、減っていくの

はまさに飲み込まれている部分なので、全体が

減っているので、効果ないという表現が強くな

っています。制度として環境が整備されている

かどうかという部分が大事なので、入札環境を

随分と広げている話なのです。そこのところが

一切出てこなくなっています。出ることが望ま

しいと思います。 

 

○飯塚会長 

ご指摘は確かになるほどというところがあ

って、もう少し評価のところを踏み込んで検討

していただいた方がいいのかなという気はし

ました。確かに大きな流れが大きすぎて、本当

に飲み込まれているという感じがします。確か
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にご指摘の通り制度改革したところは、どうな

のかというところが、これだけだと分かりにく

いと思います。 

 

○契約制度改善担当係長 

今のお話の通りで、実は１年度全てのトータ

ルの結果が出ているのが、４年度の１０月に実

施したものは、まだ５年度と６年度の２年度。

５年の６月から実施したものは、実は６年度の

１年分しか出ていません。秦委員のおっしゃる

通りで、この結果だけを持って評価してしまう

というのは、あまりにも乱暴な話しというのは

その通りです。ただ、この数字を読むにあたっ

て、現在その最初にお話しした事業者数は減っ

ていないんですけれども、入札者数が減ってい

て、この数字そのものだけを見ると、なかなか

その正当な評価が難しくなるようなことがあ

ったので、注釈をさせていただきました。基本

的には、中間とさせていただいているところで、

この結果だけを持って、軽々に結論付けるとい

う意味ではございません。その点をご了承いい

ただければと思います。 

 

○飯塚会長 

そうですね。引き続き検証は続けていただけ

ればと思います。 

 

○鈴木委員 

そういう意味では、緊急的に今、ルールを変

更しなくてはいけない部分は無いと考えてよ

ろしいですか。 

 

○契約制度改善担当係長 

補充指名は、５０％増えています。補充指名

そのものについては効果があって、これをやら

なければ不調になっていたものが、補充指名を

やることによって、入札に参加するものが少し

増えているというところがあります。逆に補充

指名が半分になっているということは、それだ

け応募者がいないから補充しているという実

態もあるので、ここの評価をどういうふうにす

るかというのは、もう少し経過を見てみないと

はっきりしたことは申し上げられないところ

がございます。そのため鈴木委員がおっしゃっ

たように、何か今、手を打たなくてはいけない

と言えば不調対策になるとは思うんですけど、

先ほどあったように時期をずらすとか、大きく

まとめるとか、いろんなものでこの評価をある

程度正当にできるような状態に近づける必要

があるかなというように感じております。 

 

○秦委員 

１４２、１４３ページの総合評価方式なんで

すけども、６０００万円以上を総合評価方式に

切り替えて、それを過半数にするという話しだ

ったのですが、既に６年度の段階で発注率５

８％。６０００万円未満も１件あるんですけれ

ども、基本的に６０００万円以上で見ると５

８％を超えているので、過半数を超えている状

況です。ですから入札制度改革のところの目標

は、既に達成しています。今までの入札制度を

総合評価方式に切り替える大きな改正です。そ

の評価をこの中でやるのもいいと思いますが、

総合評価方式を別途取り上げ、評価し、このま

まで行くのか、改善した方がいいのか、その検

討と評価をする必要があるのではないでしょ

うか。 

 

○契約課長 

総合評価だと新規事業者が入りにくいとか、

色々な課題があるので、今、目標として令和７

年度５０％というところなので、これ以上増や

すというのもどうかと思っています。ただし、

どこのラインが適正なのかというのは、ある程

度検討しなければいけないと思っています。 

 

○秦委員 

これは５８％で、もう超えていると考えてい
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いんですよね。６０００万円以上の中の総合評

価が５割を超えるというのが目標だったんで

すが、６割になっていますけれども。 

 

○総務部長 

その中身も業務によって偏りがあったりす

るので、そこも見ないといけないというのはあ

ります。できるものをやったら、やれたみたい

な状態なので、本当にそこができるものでいい

のかとか、業態のバランスだったりとか、色々

な事情を組んで、ふさわしい、ふさわしくない

という中身を見ないといけないと思います。 

 

○秦委員 

国の施策でも、総務省の方針でも、品質確保

の工事を行うことで、総合評価方式を位置付け

されています。そういう意味では進めることは

わかるのですが、ではどの程度まで進めた方が

いいのか、どの程度にするのか、方式をどうす

るのか、そういうことも考える必要があると思

います。 

 

○総務部長 

新しいところが入りにくいということもあ

るので、そこをどう考え、どう対応していくの

かというところもあります。 

 

○鈴木委員 

総合評価方式の学識者の意見を求めるとこ

ろで、私は過去に落札した後にヒアリングをか

けることは無しでずっと来ているのですが、他

の委員の方は、有り無しの調査の結果について、

こうありましたというのがあったら、少し聞き

たいなと思ったのですが、それはないのですか。 

 

○秦委員 

この工事を総合評価にして、この工事につい

てはしないという判断基準がわかりにくいで

す。提示されますので、それを受けて判断はし

ますけれども、その選定について必ずしも理解

できていないので、総合評価方式が相応しいか

否かについては、技術面を含めその工事の内容

に入らないとわからないと思います。どこまで

内容に入るかにもよりますが、そこまではでき

る状況ではないです。 

 

○契約課長 

発注課の方では、価格だけではなくて技術と

かそういったことでということです。 

 

○秦委員 

技術評価を見るということあれば、その内容

を示す資料がないとなかなか判断は難しいで

すし、技術評価が適正にできるか疑問がありま

す。 

 

○鈴木委員 

最近、ダウンロードをやったんですが、読み

込みになってしまって変更しようと思ったら

変更できないので、もう１回メールから呼び出

して保存かけてやりました。そういう技術的な

ことが私はできませんので、余分なことをやっ

ています。 

 

○飯塚会長 

 本日の審議会はこれまでとします。議事録は

事務局で作成して、各委員に送付願います。委

員全員が内容を確認後に、区長へ提出といたし

ます。よろしいでしょうか。 

 

－全委員了承－ 

 

〇飯塚会長 

 以上をもって令和７年度第３回足立区公契

約等審議会を閉会します。円滑な議事進行にご

協力をいただき感謝いたします。 

 

 


